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【↓↓書類セットの仕方↓↓】 

2014年 2月 28日 

領事査証申請者各位 

在京バーレーン王国大使館 

領事部 

 

領事認証申請書の改訂のご案内 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 さて、駐日バーレーン王国大使館領事部の窓口で取り扱っている書類の領事認証について、より一層の

サービス向上のため２０１４年３月１０日（月）より「申請書(APPLICATION FORM)」が新書式へ変更と

なります。これに伴う料金等の変更はございませんが、従来に加えて一部、原本への「ＩＤタグ」の添付

など新たな必須要件が導入されます。詳しくは以下のとおりご案内申し上げます。皆様には何卒ご理解と

ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

敬 具 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

※Ａ）従来、複数ある同一証明書の原本に対してコピー１部のみでも対応しており

ましたが、今後は原本１部につきコピー１部（原本部数＝コピー部数）となります。

（例：内容が全く同じ原産地証明書の原本５部の申請する場合、これに添えるコピ

ーは１部ではなく５部になります。書類セットの仕方は、原本１部＋コピー１部を

５組に整えてご来館下さい。右図参照。） 

 

※Ｂ）すべての原本の左上隅にＩＤタグ(別紙「領事認証申請書」右下の図を参照)

をホチキス止めしてください。尚、代理店・代行業者等による任意の既存様式のタ

グやポストイット(ホチキス使用のこと)もご利用いただけます。 

 

以 上 

【現行】 

・現行の申請書（3月 7日(金)申請分まで使用可） 

・原本×希望部数 

・大使館控えコピー（白黒コピー可）×１部 

【3月 10日(月)改訂以降】 

・改定版申請書（次頁参照） 

・原本×希望部数 

・大使館控えコピー（白黒コピー可）×希望部数（※Ａ） 

・ＩＤタグの義務化（※Ｂ） 


